【ＰＰＡ・リース用】事務局整理番号：
　※申請者は記入しないでください。

【重点対策加速化事業（再エネ分）】
様式第３号（第９条関係）
　令和　年（　　　年）　　月　　日
　公益財団法人　淡海環境保全財団
　理事長
住　　所　〒       －    
                                        　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


▲登記事項証明書と同じ表記にしてください。
(フリガナ)
申請者　事業者名　　
代表者氏名

令和８年度淡海環境保全財団スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金
交付申請書（兼　実績報告書、交付請求書）

　令和７年度淡海環境保全財団スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金交付要綱第９条および第10条の規定に基づき、標記補助金の交付について本申請書の記載内容および添付書類について誤りのないことを誓約して申請するとともに、実績の報告をします。
　なお、申請のとおり交付決定されたときは、交付要綱第11条の規定に基づき交付決定額を下記交付金の振込口座へ支払われたく請求します。
	要件申請項目
	※要件に該当するかチェックしてください。
（交付申請するには、全てに該当することが必要です。）
☐ 補助金登録申込書を提出しています。（本項目のみ任意）【登録番号：　　　　】
☐ 補助対象事業を実施した建物は県内に所在する住宅で、需要家が住居として居住しています。
☐ 対象設備の工事着工日時点の建物の所有者は、需要家もしくは同居の家族です。
☐ 補助対象事業を実施した住宅は、賃貸住宅ではありません。
☐ 交付要綱別紙１の要件を満たす対象設備を、個人用既存住宅に設置しました。
☐ 同一の対象設備からの更新ではありません。
☐ 対象設備の事業着手（契約締結、前金支払および工事着工等）は、令和８年４月
６日以後に実施し、工事は令和９年１月31日までに完了しました。
☐ 対象設備を設置した施工者は県内事業者です。
☐ 購入する対象設備は中古商品ではありません。
☐ 滋賀県の県税に未納はありません。
☐ 対象設備を設置する建物の所有者は平成24年度以降に滋賀県個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進補助金、淡海環境保全財団個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進補助金、淡海環境保全財団個人用住宅太陽光発電システム・コージェネレーションシステム普及促進補助金、淡海環境保全財団スマート・エコハウス普及促進事業補助金または淡海環境保全財団スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金において、今年度申請する設備名と同一区分の設備名の補助を受けていません。また申請者が同一建物において今年度申請する設備名と同一区分の設備名の補助を受けていません。
☐ 相当の収益が生じると認められる場合には、補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を行います。
☐ 対象設備の購入等においては、相見積もりを取るなど、費用を最小限に抑えられるよう努めました。
☐ 交付申請する補助対象経費には、補助対象外の経費は含まれていません。
☐ 交付要綱第４条（４）に規定する暴力団員ではありません。交付要綱第４条（４）アからカまでのいずれかに該当する事実が判明したときは、交付要綱第16条の規定に基づき補助金の交付決定の全部または一部を取り消されても、何ら異議の申
立てを行いません。
☐ 申請要件等の内容を確認し、令和８年度淡海環境保全財団スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金交付要綱の内容を了解し、当補助金交付申請書等の提出書類一式について責任を持ち、虚偽・不正の記入は一切ありません。

	申請者の連絡先
(電話番号は平日昼間に連絡が取れる番号を記載してください)
	住　所
事業者名
担当者名
担当者連絡先(TEL)         　　  (FAX)
(E-mail)

	対象設備導入対象施設所有者（需要家）の連絡先
(管理組合の場合は、役職および代表者名)

	住　所
氏　名
(TEL)                     　　  (FAX)
(E-mail)

	手続代行者
(手続をいかなる名目を問わず報酬を得ず代行している場合は記入してください)

	住所
会社名
担当者名
担当者連絡先(TEL)         　　  (FAX)
(E-mail)

	設置場所
	▼住民票と同じ表記にしてください。(別荘の場合は登記事項証明書と同じ表記にしてください)
滋賀県
該当する場合はチェック　☐別荘等(住民票の住所と違う住所に設置) 　
☐店舗・事務所兼住宅

	対象設備
	補助対象とした設備全てにチェックしてください。
☐ ア）太陽光発電システム（ 新設 ・ 増設 ）※○をつけてください。
　　　　　　　　　　　 （公称最大出力　　　　ｋｗ ※小数点第２位まで。）
☐ エ）家庭用蓄電池
· アをあわせて実施することが必要です。

	
対象設備
設置経費
（補助対象経費）
	対象設備の種類　　　　　　設置経費(消費税を除く)
　
　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

合計　　　　　　　　　円

※複数の対象設備を設置した場合はそれぞれについて記入してください。
※設備本体費用および設置工事費用の合計を記入してください。
家庭用蓄電池の場合は、蓄電池本体価格と設置工事費を分けて記載してください。

	他の補助金で交付される額
	□　交付されていない場合はチェックしてください。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　対象設備に関して他(国や市町など)から交付された総額。
 　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　（補助金名：　　　　　　　　　　　　　　　　）

	







	交付申請額
交付請求額
	☐太陽光発電システム　太陽電池の公称最大出力もしくはパワーコンディショナの定格出力の低い方（※ 　　　）kw×７万円 ＝　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　 ※小数点以下切捨て　 （上限30万円、促進分はなし）
　　※促進区域内の場合、
設置場所が環境配慮基準を満たす促進区域内であることを確認しました。→□
※湖南市内の場合、
設置場所が先行地域内ではないことを確認しました。→□

☐蓄電池　補助対象経費　　　　　　　円（本体価格）×１／３＝　　　　　　　円 (A)
定格蓄電容量（※　　　）kwh×１５.５万円×１／３＝　 　　　　　円 (B)
　　　　　　※小数点第２位以下切捨て　　　　　　　　　　　　　　（上限30万円）
          (A)＞(B)の場合は次の算式で求めた金額としてください。
　　　　　　(B)×(本体価格)÷(本体価格＋設置工事費)　　　　　　　　　　　　 円

※1kwh当たりの価格（工事費込み価格÷定格蓄電容量）＝　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
合　計　　　　　　　　円

※他の補助金がある場合は補助対象経費から差し引いて計算してください。
※それぞれの設備の計算で1,000円未満は切り捨ててください。
※太陽光発電システムの最大出力は小数点以下を切捨ててください。
※定格蓄電容量は小数点第２位以下を切り捨ててください。
※合計は交付申請額としてください。
（対象設備において上限額を超える場合は上限額で計算してくださ
い。）


	
補助金の振込先口座
	※ゆうちょ銀行の場合は、他銀行からの振込用口座番号にて記載（通帳見開きページの下部に記載）

	
	金融機関名
	

	
	本支店名
	

	
	預貯金種類
	□普通　　　　　　□当座　　　　　□貯蓄
※該当するものにチェックしてください。

	
	本人口座番号
	

	
	本人口座名義
	(※カタカナで記入)

	
工事日

	対象設備
	対象設備の種類　　　　　　　工事着工日　　　　　　　　工事完了日

①　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　令和　　年　　月　　日

②　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　令和　　年　　月　　日


	
	※対象設備の工事着工日はいずれも令和８年４月６日以後であること。
※対象設備の工事完了日はいずれも令和９年１月31日以前であること。

	
	対象設備
設置工事
	施工者　　　　　　　　施工者住所
①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※複数の対象設備を設置した場合はそれぞれについて記入してください。
※対象設備と同じ番号の欄に記入してください。




	太陽光発電システム
	パワーコンディショナの情報
	メーカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
型式(品番)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
固有番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
夜間待機電力(kW)　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※わかる場合　　　　　

	
	稼働開始日
	※発電の開始日


	
	余剰電力の
取り扱い
	· 余剰電力供給（売電）先：　　　　　　　売電単価：
· 逆潮流防止装置あり

	
	☐ 本事業によって得られる環境価値（ＣＯ２排出削減量）を他人に譲渡しない。
☐ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度（FIT）の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得していない。
☐ 電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行わない。
☐ 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の30％以上としている。（なお、公益財団法人淡海環境保全財団から情報の提供等を求められた場合これに協力するとともに、発電電力量、売電電力量等については記録を保管します。）
☐ 同一の対象設備からの更新でない。


	
	☐ ＰＰＡ　　　　　　☐ リース契約

	蓄電池
	メーカー
	
	型式(品番)
	

	
	固有番号
(製品番号)
	

	容量(kwh)
	

	
	☐ 上記の住宅用太陽光発電システムの付帯設備である。
☐ 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備である。
☐ 停電時のみに利用する非常用予備電源でない。
☐ 同一の対象設備からの更新でない。




訂正は、二重線見え消しでお願いします。（修正テープ等は使用しないでください。）

